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京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例－抄－ 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は，法律又は他の条例で別に定めるもののほか，執行機関の附属機関の

設置等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 市長及び教育委員会（以下「市長等」という。）に附属機関を置き，その名称，担

任する事務並びに委員の定数及び任期は，別表のとおりとする。 

２ 前項の附属機関のほか，市長その他の執行機関は，その定めるところにより，設置期

間が１年以内の附属機関を置くことができる。 

３ 市長その他の執行機関は，前項の規定により附属機関を設置したときは，その旨を市

会に報告しなければならない。 

（委員の委嘱等） 

第３条 附属機関（前条第１項及び第２項の附属機関をいう。以下この条，次条第１項及

び第５条から第８条までにおいて同じ。）の委員は，学識経験のある者その他それぞれ

の附属機関が担任する事務に応じて市長等が適当と認める者のうちから，市長等が委嘱

し，又は任命する。 

（委員の任期の特則等） 

第４条 第２条第１項の規定にかかわらず，補欠の附属機関の委員の任期は，前任者の残

任期間とする。 

２ 第２条第１項に規定する附属機関の委員は，再任されることができる。 

 － 抄 － 

（部会） 

第６条 附属機関は，特定又は専門の事項について調査し，又は審議させるため必要があ

ると認めるときは，部会を置くことができる。 

２ 附属機関は，その定めるところにより，部会の決議をもって附属機関の決議とするこ

とができる。 

（秘密を守る義務） 

第７条 附属機関の委員（特別委員及び専門委員を含む。）は，職務上知り得た秘密を漏ら
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してはならない。その職を退いた後も，同様とする。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか，附属機関に関し必要な事項は，市長等が定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。（平成２５年１１月１５日 京都市条例第４９号） 

 － 抄 － 

（旧附属機関等の廃止及び新附属機関の設置に伴う経過措置） 

５ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に次の表の中欄に掲げる附属機関又

は合議体（以下「旧附属機関等」という。）にされた諮問で，この条例の施行の際当該

諮問に対する答申がされていないものは，それぞれ同表の右欄に掲げる附属機関（以下

「新附属機関」という。）にされた諮問とみなし，当該諮問について旧附属機関等がし

た調査，審議その他の手続は，それぞれ新附属機関がした調査，審議その他の手続とみ

なす。 

１ 

附則第２項各号（第７号を

除く。）に掲げる条例に基づ

く附属機関 

別表に掲げる附属機関で中欄に掲げる附属機関と

同一の名称のもの 

２ 

施行日前に存する合議体で

右欄のいずれかに相当する

もの 

別表に掲げる附属機関（１の項の右欄に掲げるも

のを除く。），第２条第２項に規定する附属機関又

は附則第３項の規定による改正後の京都市市民参

加推進条例第１１条に規定する京都市市民参加推

進フォーラム 

（委員の任期の特例） 

６ この条例の施行の際現に従前の旧附属機関等の委員である者は，それぞれ施行日に新

附属機関の委員として委嘱され，又は任命されたものとみなす。この場合において，そ

の委嘱され，又は任命されたものとみなされる者の任期は，別表に掲げる委員の任期に

かかわらず，施行日における従前の旧附属機関等の委員としてのそれぞれの任期の残任

期間とする。 

 － 抄 － 
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別表（第２条関係） 

 １ 市長の附属機関 

名  称 担 任 す る 事 務 委員の定数 委員の任期 

    

    

    

京都市稲荷山

トンネル安全

対策委員会 

稲荷山トンネル周辺の環境の保全に

関する事項について，市長の諮問に応

じ，調査し，及び審議するとともに，

当該事項について市長に対し，意見を 

述べること。 

１６人以内 ２ 年 

    

    

    

  － 抄 － 

 


